善通寺市乳児等通園支援事業の認可に関する規則

（趣旨）

第１条　この規則は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）に規定する乳児等通園支援事業の認可等について必要な事項を定めるものとする。

（認可の申請）

第２条　法第３４条の１５第２項の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。

（意見の聴取）

第３条　市長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、法第３４条の１５第４項の規定により、あらかじめ、善通寺市子ども・子育て支援会議条例（平成２５年善通寺市条例第２３号）に規定する善通寺市子ども・子育て支援会議の意見を聴かなければならない。

（認可の申請に対する通知）

第４条　市長は、第２条の規定による申請があった場合は、法第３４条の１５第３項各号に掲げる基準（当該申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあっては、法第３４条の１５第３項第４号に掲げる基準に限る。）及び善通寺市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和７年善通寺市条例第３１号）で定める基準によって、その内容を審査しなければならない。
２　市長は、前項に基づく審査の結果、認可するときは乳児等通園支援事業認可決定通知書（第２号様式）により、認可しないときは乳児等通園支援事業認可不承認通知書（第３号様式）により、当該申請をした者に通知するものとする。
（変更の届出）

第５条　児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第３６条の３６第３項及び第４項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可事項変更届出書（第４号様式）によるものとする。

（廃止又は休止の申請）

第６条　法第３４条の１５第７項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとする者は、３月以上の予告期間を設けて乳児等通園支援事業廃止（休止）申請書（第５号様式）を市長に提出しなければならない。

２　市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、承認するときは乳児等通園支援事業廃止（休止）承認通知書（第６号様式）により、承認しないときは乳児等通園支援事業廃止（休止）不承認通知書（第７号様式）により、当該申請者に通知するものとする。

（認可の取消し）

第７条　市長は、法第５８条第２項の規定により認可を取り消すときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書（第８号様式）により、当該認可の取消しに係る者に通知するものとする。

（立入調査）

第８条　第５条の規定により認可を受けた者（以下「事業者」という。）は、市長が事業者の施設に対し、定期的に行う一般立入調査及び必要と認めるときに行う特別立入調査（以下「立入調査等」という。）に協力しなければならない。

２　立入調査等は、調査の期日その他必要な事項を事業者に通知し行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。

（その他）

第９条　この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

第１号様式（第２条関係）

乳児等通園支援事業認可申請書

年　　月　　日

善通寺市長　　様

所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　申請者  氏名又は名称

代表者氏名　　　　　　

児童福祉法第３４条の１５第２項の規定による乳児等通園支援事業の認可を受けたいので、以下のとおり申請します。

１　名　　　称

２　事業の種類　　

□　一般型乳児等通園支援事業　　　□　余裕活用型乳児等通園支援事業

３　位　　　置（住所）

４　事業開始の予定年月日　　　　　　　年　　月　　日

５　添付書類

　⑴　実施計画書（一般型の場合：別紙１、余裕活用型の場合：別紙２）
　⑵　建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
　⑶　事業の運営についての重要事項に関する規程
　⑷　経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴
　⑸　収支予算書
　⑹　乳児等通園支援事業を行う者の履歴及び資産状況を明らかにする書類
　⑺　法人格を有することを証する書類
　⑻　定款、寄附行為その他の規約
　⑼　誓約書（別紙３）
　⑽　その他市長が必要と認める書類　　　
備考

　１　「事業の種類」は、該当する□にレをつけること。

　２　「位置」は、事業を実施する住所を記載のうえ当該住所を中心とした周辺地図を提出すること。

　３　「添付書類」の⑺は法人である場合、⑻は法人又は団体である場合に限る。
　４　都道府県が認可等をした保育所、幼保連携型認定こども園及び幼保連携型認定こども園以外の認定こども園が余裕活用型を申請する場合における「添付書類」の⑵のうち事業の実施場所を示す平面図以外の書類、⑷、⑹及び⑺については、子ども・子育て支援法第２９条第１項の確認や指導監督等において市が把握できている場合は省略可能。
　５　「添付書類」の⑻は、既に善通寺市に提出済の定款等において、第二種社会福祉事業「乳児等通園支援事業」の実施が確認できる場合には省略可能。
（別紙１）

乳児等通園支援事業実施計画書（一般型用）

１　基本情報

	施設名称
	

	施設の所在地
	

	区　　　　分
	□　在園児合同型　　□　専用室独立型

	受入年齢
	歳から　　　　歳まで

	事業開始予定日
	

	提供日及び時間
	

	提供を行わない日
	

	利用料金
	円／時間

	キャンセル料
	□　有　　
	キャンセル料が発生する場合の理由
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	□　無
	

	給食・おやつ
	給　食　　　　□　有　（　　　）円／食　　　　　　□　無
おやつ　　　　□　有　（　　　）円／食　　　　　　□　無

	その他費用
	□　有　内容（　　　　　　　　　）（　　　）円　　□　無


２　職員配置等に関する調書

	事業所の責任者
	氏　　名
	
	職　名
	

	
	生年月日
	
	住　所
	

	
	教育職又は児童福祉事業の経験年数
	年

	職員の配置状況
	職員数
	人
	うち保育士資格者数
	人

	
	専従者数
	人
	うち保育士資格者数
	人

	利用定員
	０歳
	人
	１歳
	人
	２歳
	人

	職務内容
	


３　施設整備状況調書

　⑴　施設設備
	設備
	室数
	乳児等通園支援事業を実施する面積
	基準面積
	設置階

	乳児室
	
	
	
	□１階　□２階
□３階　□４階以上

	ほふく室
	
	
	
	□１階　□２階
□３階　□４階以上

	保育室
	
	
	
	□１階　□２階
□３階　□４階以上

	遊戯室
	
	
	
	□１階　□２階
□３階　□４階以上

	便所
	
	
	
	


⑵　室別面積等
　（各室の面積）　※平面図を添付して下さい。

	設備
	対象児年齢
	乳児等通園支援事業を実施する面積
	定員数
	基準面積

	乳児室
	０歳児
	
	
	
	（1.65㎡／人）

	
	１歳児
	
	
	
	（1.65㎡／人）

	ほふく室
	０歳児
	
	
	
	（ 3.3㎡／人）

	
	１歳児
	
	
	
	（ 3.3㎡／人）

	保育室
	０歳児
	
	
	
	（ 3.3㎡／人）

	
	１歳児
	
	
	
	（ 3.3㎡／人）

	
	２歳児
	
	
	
	（1.98㎡／人）

	遊戯室
	０歳児
	
	
	
	（ 3.3㎡／人）

	
	１歳児
	
	
	
	（ 3.3㎡／人）

	
	２歳児
	
	
	
	（1.98㎡／人）


　⑶　防災等（保育室等を２階以上に設置する場合）
	要件
	確認欄

	
	２階に設ける場合
	３階以上に設ける場合

	ア
	建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物又は同条第９号の３に規定する準耐火建築物であること。
	
	

	イ
	保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる設備が１以上設けられていること。
	
	

	
	
	２階
	常用
	１　屋内階段
２　屋外階段
	
	

	
	
	
	避難用
	１　建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段

２　待避上有効なバルコニー

３　建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

４　屋外階段
	
	

	
	
	３階
	常用
	１　建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段

２　屋外階段
	
	

	
	
	
	避難用
	１　建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段

２　建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

３　屋外階段
	
	

	
	
	４階以上
	常用
	１　建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段

２　建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋外階段
	
	

	
	
	
	避難用
	１　建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第１項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の１階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第３項第２号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同項第３号、第４号及び第１０号を満たすものとする。)

２　建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

３　建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋外階段
	
	

	ウ
	イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からそのいずれかに至る歩行距離が３０メートル以下となるように設けられていること。
	
	

	エ
	一般型乳児等通園支援事業所に調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このエにおいて同じ。)を設ける場合には、当該調理設備以外の部分と当該調理設備の部分が建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
	
	

	
	
	１　スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
	
	

	
	
	２　調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
	
	

	オ
	壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
	
	

	カ
	保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
	
	

	キ
	非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。  
	
	

	ク
	カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
	
	


４　食事の提供（給食を実施している場合のみ記入）

	食事の提供方法
	□外部搬入
□自園調理
	加熱、保存等の機能を有する設備
	□有　
□無

	調理室
	□有　
□無
	（認可保育施設の場合）認可保育施設と同様の提供方法・設備で
	□実施する
□実施しない


５　その他

　⑴　地域との連携に関する取組

	　



　⑵　秘密保持に関する必要な措置（運営規程に規定されている場合は省略可）

	　




（別紙２）

乳児等通園支援事業実施計画書（余裕活用型用）

１　基本情報

	施設名称
	

	施設の所在地
	

	区　　　　分
	余裕活用型乳児等通園支援事業

	受入年齢
	歳から　　　　歳まで

	事業開始予定日
	

	提供日及び時間
	

	提供を行わない日
	

	利用料金
	円／時間

	キャンセル料
	□　有　　
	キャンセル料が発生する場合の理由
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	□　無
	

	給食・おやつ
	給　食　　　　□　有　（　　　）円／食　　　　　　□　無
おやつ　　　　□　有　（　　　）円／食　　　　　　□　無

	その他費用
	□　有　内容（　　　　　　　　　）（　　　）円　　□　無


２　職員配置等に関する調書

　⑴　事業所の責任者
	氏　　名
	
	職　　名
	

	生年月日
	
	住　　所
	

	教育職又は児童福祉事業の経験年数
	年


⑵　職員の配置状況
　　ア　定員（１号、２・３号合計）
	
	０歳児
	１・２歳児
	３～５歳児
	合計

	教育・保育の利用定員
	
	
	
	Ａ

	教育・保育の在籍児童数
	
	
	
	Ｂ

	利用定員の空き枠（Ａ－Ｂ）
	


　　
イ　室別面積等　※平面図を添付して下さい。

	
	０歳児
	１・２歳児

	保育室等の面積（Ｃ）
	
	

	保育に必要な面積（Ｄ）
	
	

	乳児等通園支援事業に充てられる面積（Ｃ－Ｄ）
	
	


　　ウ　職員配置

	
	０歳児
	１・２歳児

	保育に従事する職員数（Ｅ）
	
	

	（うち保育士数）
	
	

	保育に必要な職員数（Ｆ）
	
	

	乳児等通園支援事業に従事できる職員数（Ｅ－Ｆ）
	
	


３　食事の提供（給食を実施している場合のみ記入）

	食事の提供方法
	□外部搬入
□自園調理
	加熱、保存等の機能を有する設備
	□有　
□無

	調理室
	□有　
□無
	（認可保育施設の場合）認可保育施設と同様の提供方法・設備で
	□実施する
□実施しない


４　その他

　⑴　地域との連携に関する取組
	　



　⑵　秘密保持に関する必要な措置（運営規程に規定されている場合は省略可）
	　



（別紙３）

誓約書

年　　月　　日

善通寺市長　　様

所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　申請者  氏名又は名称

代表者氏名　　　　　　

　乳児等通園支援事業の認可申請に際して、下記の事項について制約します。

記

１　児童福祉法第３４条の１５第３項第４号に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。

２　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団及び同法第２条第６号に規定する暴力団員に該当しないこと。

３　暴力団員等から当該乳児等通園支援事業を行う者に対する権利行使の妨害その他の不当な要求を受けたときは、直ちにその旨を市長に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行うこと。

第２号様式（第４条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　善通寺市長　　　　　　　　　　　㊞
乳児等通園支援事業認可決定通知書

　　年　　月　　日付けで申請のあった乳児等通園支援事業については、児童福祉法第３４条の１５第５項の規定により次のとおり認可します。

１　乳児等通園支援事業の事業所の名称

２　事業の種類　　　□一般型乳児等通園支援事業

　　　　　　　　　　□余裕活用型乳児等通園支援事業　　　　　　　　　　

３　乳児等通園支援事業の事業所の所在地

４　定　　　員　　　　　　　名

５　設置年月日

第３号様式（第４条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　善通寺市長　　　　　　　　　　　㊞
乳児等通園支援事業認可不承認通知書

　　年　　月　　日付けで申請のあった乳児等通園支援事業の認可については、下記により不承認としたので通知します。

記

理由

（不服申立て及び取消訴訟）

１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、善通寺市長に対して審査請求をすることができます。

２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、善通寺市を被告として（訴訟において善通寺市を代表する者は善通寺市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

第４号様式（第５条関係）

乳児等通園支援事業者認可事項変更届出書

年　　月　　日

善通寺市長　　様

所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　届出者  氏名又は名称

代表者氏名　　　　　　

　次のとおり変更があった（変更をしたい）ので、児童福祉法施行規則第３６条の３６第３項及び第４項の規定に基づき、関係書類を添えて届出します。
	事業所の名称等
	名　称
	

	
	所在地
	

	※変更があった該当項目番号に〇を付してください。
	変更の内容

	
	変更年月日
	変更前
	変更後

	１
	事業所の名称、種類又は位置
	
	
	

	２
	（法人又は団体の場合）定款、寄附行為その他の規約
	
	
	

	３
	建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
	
	
	

	４
	事業の運営についての重要事項に関する規程
	
	
	

	５
	経営の責任者又は福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴
	
	
	

	変更の理由
	


備考

　１　変更内容が分かる書類を添付してください。

　２　１又は２に変更があったときは、変更のあった日から起算して１か月以内に届け出てください。

　３　３～５を変更しようとするときは、あらかじめ届け出てください。

第５号様式（第６条関係）

乳児等通園支援事業廃止（休止）申請書

年　　月　　日

善通寺市長　　様

所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　申請者  氏名又は名称

代表者氏名　　　　　　

　児童福祉法第３４条の１５第７項の規定による認可の廃止（休止）をしたいので、以下のとおり申請します。

	事業所の名称
	

	事業所の所在地
	〒　　　-　　　　


	
	電　話：

	
	メール：

	廃止又は休止及び
その理由
	□　廃止　□　休止
理由：


	現に乳児等通園支援を受けている児童
に対する措置
	

	廃止（予定）年月日
	年　　月　　日

	休止（予定）期間
	年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで

	（廃止の場合）
財産処分
	


第６号様式（第６条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　善通寺市長　　　　　　　　　　　㊞
乳児等通園支援事業廃止（休止）承認通知書

　　年　　月　　日付けで申請のあった乳児等通園支援事業の廃止（休止）については、承認したので通知します。

１　乳児等通園支援事業の事業所の名称

２　事業の種類　  　□一般型乳児等通園支援事業

　　　　　　　　　　□余裕活用型乳児等通園支援事業

３　乳児等通園支援事業の事業所の所在地 

４　廃止（休止）予定年月日（期間）

廃止期日　　　　　年　　月　　日

（　　　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで）

第７号様式（第６条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　善通寺市長　　　　　　　　　　　㊞
乳児等通園支援事業廃止（休止）不承認通知書

　　年　　月　　日付けで申請のあった乳児等通園支援事業の廃止（休止）については、下記により不承認としたので通知します。

記

理由

（不服申立て及び取消訴訟）

１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、善通寺市長に対して審査請求をすることができます。

２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、善通寺市を被告として（訴訟において善通寺市を代表する者は善通寺市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
第８号様式（第７条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号

　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　善通寺市長　　　　　　　　　　　㊞
乳児等通園支援事業認可取消通知書

　　年　　月　　日付け　　　　第　　　　号で認可を行った乳児等通園支援事業の認可については、下記のとおり取消しますので、通知します。

記

１　事業所名

２　事業の種類　　□　一般型乳児等通園支援事業

□　余裕活用型乳児等通園支援事業

３　所在地

４　認可取消しの理由

（不服申立て及び取消訴訟）

１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、善通寺市長に対して審査請求をすることができます。

２　この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、善通寺市を被告として（訴訟において善通寺市を代表する者は善通寺市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、上記１の審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。

３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求をした場合には、その審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。

